
地方交付税制度の概要

１ 地方交付税のしくみ

○所得税、法人税、酒税、消費税の一定割合及び地方法人税の全額とされて

いる地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に

住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するための

もので、地方の固有財源である。

地方交付税制度の概要

性 格： 本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団体が

一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴収し、一

定の合理的な基準によって再配分する、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税であ

る。」（固有財源）

（参考 平成１７年２月１５日 衆・本会議 小泉総理大臣答弁）

地方交付税改革の中で交付税の性格についてはという話ですが、地方交付税は、国税五税

の一定割合が地方団体に法律上当然帰属するという意味において、地方の固有財源であると

考えます。

総 額：所得税･法人税の３３.１％、酒税の５０％、消費税の１９．５％、地方法人税の全額

種 類：普通交付税＝交付税総額の９４％、特別交付税＝交付税総額の６％

普通交付税の額の決定方法：

各団体ごとの普通交付税額 ＝ （ 基準財政需要額 － 基準財政収入額 ） ＝ 財源不足額

基準財政需要額 ＝ 単位費用（法定） × 測定単位（国調人口等） × 補正係数（寒冷補正等）

基準財政収入額 ＝ 標準的な地方税収入見込額 × 原則として７５％

普通交付税の仕組み

基準財政 Ａ市 基準財政需要額 100億円
需 要 額

120億円

留保財源

基準財政 Ａ市 40億円 基準財政収入額 20億円
収 入 額 60億円

普 通 標準的な地方税収入見込額
交付税 80億円

（参考）
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